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茂原農産物直売所指定管理者に関する仕様書 

 

茂原農産物直売所（以下「直売所」という。）指定管理者が行う業務の内容等は、この仕様書による。 

 

１．管理運営に関する基本方針 

 指定管理者は、管理業務の遂行に当たり、「公の施設」としての直売所の性格を十分に認識し、地

域農産物の販売や多様な農村資源の活用により消費者との交流を図り、地域農業の振興と活力ある地

域の形成に努め、消費者に安全・安心な食材の提供を目指すとともに、施設等の維持に努めるものと

する。 

（１）公の施設であることを常に念頭において、運営を行うこと。 

（２）個人情報の保護を徹底すること。 

（３）個人情報を保護した上で、積極的に情報の公開に努めること。 

   （４）施設の利用ＰＲに努め、常に建設的、向上的に運営し、利用者及び消費者にとっての快適な

環境づくりに努めること。 

   （５）近隣住民や消費者等と良好な関係を維持すること。 

（６）常に施設の安全管理に努めるとともに、清潔なイメージを維持すること。 

 

２．管理運営に関する基本的事項 

（１）指定管理者は、茂原農産物直売所の管理及び運営に関する規則（平成16年2月26日茂原市規則

第3号。以下「直売所規則」という。）に定めるところにより管理運営を行うものとする。 

（２）指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）の趣旨にのっと

り、管理業務に関して個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。 

（３）指定管理者は、茂原市情報公開条例（平成24年12月18日茂原市条例第20号）の趣旨にのっとり、

管理業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるように努めなければ

ならない。 

（４）指定管理者は、自主事業を実施する場合、あらかじめその内容を市と協議しなければならない。 

 

３．使用料金及び利用料金等 

（１）指定管理者は、施設の使用料金を市が発行する納付書により市の指定口座に納入する。 

（２）利用料金は指定管理者の収入として収受する。 

（３）利用料金は、茂原農産物直売所の設置及び管理に関する条例（平成15年12月25日茂原市条例

第27号。以下「直売所条例」という。）第１３条第３項に基づき、別表１に掲げる額の範囲内

において、市長の承認を得るものとする。また、変更しようとするときも同様とする。 

（４）指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の全部若しくは一

部を還付し、又は利用料金を減免することができる。 
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別表１ 

区分  使用料  

自らが生産した農産物  売上金額に１００分の２０を乗じて得た額  

自らが生産した農産物を加工したもの  売上金額に１００分の２０を乗じて得た額  

上記以外のもの  売上金額に１００分の２５を乗じて得た額  

 

４．管理業務に対する処理体制 

（１）指定管理者は、直売所の管理業務に従事させる職員（以下「施設従事者」という。）を確保

し、管理業務の処理に必要な体制を整備しなければならない。 

（２）指定管理者は、管理業務の処理に関して事故（施設等の破損事故等をいう。）が生じたとき

は、直ちに市に報告し、その処理方法について、市と協議しなければならない。 

（３）災害等の発生時は、指定管理者として適切に対応し、速やかに市に報告しなければならない。 

（４）管理業務の処理に関して生じた施設従事者の災害については、指定管理者が責めを負い、理

由の如何を問わず、市は何ら責めを負わない。 

（５）指定管理者及びその施設従事者は、管理業務の処理において知り得た秘密を第三者に漏らし

てはならない。指定期間が終了した後も同様とする。 

（６）指定管理者は、労働基準法を遵守して施設従事者を確保し、施設従事者を勤務させなければ

ならない。 

 

５．管理業務に対するその他の事項 

（１）市は、直売所の施設等にあらかじめ備え付けられた備品（市が所有する備品に限る。）を、

指定管理者に無償で使用させるものとする。指定管理者が、その所有する備品を備え付けよ

うとする場合は、あらかじめ、市にその旨を届け出なければならない。なお、指定期間中に

必要な用品購入については、指定管理者の負担とする。 

（２）指定管理者は、管理業務の処理に関して、明確にしなければならない。 

（３）指定管理者は、茂原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年9月

28日茂原市条例第22号。以下「指定手続条例」という。）第７条の規定に基づき、毎年度、

事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 

（４）指定管理者は、経営状況を明らかにする書類を作成し、市の求めに応じこれを提示しなけれ

ばならない。 

 

６．指定管理者が行う業務の範囲 

（１）直売所の使用許可等に関すること。 

（２）利用料金に関すること。 

（３）直売所の維持管理に関すること。 

（４）農産物等の販売に関すること。 

（５）設置目的に適合する自主事業に関すること。 
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７．指定管理者を指定して管理を行わせる期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間を予定している。なお、直売所休業日及

び使用時間以外の時間は適切な管理をすること。 

 

８．開所時間 

直売所の開所時間は、原則として午前９時から午後６時３０分までとする。ただし、市長が必要と

認めたときは、変更することができる。 

 

９．市と指定管理者との責任の分担 

市と指定管理者との責任分担は、原則として、次表に定めるとおりとする。ただし、同表に定めの

ない事項及び疑義を生じた事項については、市と指定管理者が協議して定めるものとする。 

 

項  目 

 

事   項 

 

内       容 

負 担 者 

指 定 

管理者 

 

茂原市 

共通事項 法令・制度改正 事業運営に影響のある法令・制度の改正 協議事項 

税制の改正 消費税の税率の変更 ○  

法人税その他事業に影響を及ぼす税率の変更 ○  

物価・金利の変動 物価・金利の変動 ○  

資金の調達 必要な資金の確保 ○  

周辺地域・住民、

利用者及び消費

者への対応 

事業運営に係る利用者及び消費者、地域住民等から

の苦情対応及び地域との協調 

○  

施設の設置及び指定管理者制度の適用に関する苦

情対応 

 ○ 

共通事項 安全性の確保 施設の運営・維持管理に係る安全性の確保及び周辺

環境の保全（応急措置を含む） 

○  

第三者への賠償 施設運営・維持補修において第三者に損害を与えた

場合 

○  

施設自体の瑕疵により第三者に損害を与えた場合  ○ 

申 請 申請の費用 申請に係る費用の負担 ○  

準 備 引き継ぎの費用 施設運営の引継費用 ○  

施設の引き渡しに係る原状回復費用 ○  

管理運営 

 

 

 

 

 

事業の中止・延期 市の責任による遅延・中止  ○ 

法令その他制度の変更等により市の施設所有が困

難になったことによる中止 

 ○ 

指定管理者の責任による遅延・中止 ○  

指定管理者の事業放棄・破綻 ○  

減免制度 減免制度の対象者の拡大  ○ 
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管理運営 

 

天災等による事

業中止 

大規模な災害等による事業の中止  ○ 

市場の変化 利用者の減少、競合施設の増加等による収入減、経

営不振 

○  

自主事業 自主事業の実施に伴う損害の賠償 ○  

自主事業の実施に伴う苦情処理 ○  

維持管理 維持補修 指定管理者の発意により行う施設・設備・外構の改

良、維持補修 

○  

市の発意により行う施設・設備・外構の改良、維持

補修 

 ○ 

施設・設備・外構の保守点検（法定点検及び日常メ

ンテナンス） 

○  

施設・設備・外構の維持補修（重大なもの）  ○ 

事故・火災による施設・設備・外構の維持補修 協議事項 

天災その他不可抗力による施設・設備の損壊復旧  ○ 

法令の改正により必要となった施設・設備・外構の

維持補修 

 ○ 

修理・修繕・処分 経年劣化による市の備品の修理・修繕・処分  ○ 

第三者による行為で相手方が特定できないもの 協議事項 

 

１０．指定管理料 

市は指定管理者に対して、指定管理料の支払いはない。 

 

１１．指定の取消 

地方自治法（昭和 22年 4月 17日法律第 67号。以下「法」という。）第２４４条の２第１１項の規

定により、法同条第１０項の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により指

定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消しまたは期間を定

めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずる。この場合において、指定管理者に生じた損害につ

いては、市はその賠償の責を負わない。 

 

１２．会計区分 

会計区分は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

１３．事業報告書の作成及び提出 

（１）指定管理者は、毎年度終了後６０日以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、市に提出す

ること。 

（２）指定管理者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにし
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ておくとともに、市が必要と認めるときは、その状況を報告すること。 

（３）指定管理者は、事業の実施に当たり、事故が生じたときは、指定管理者の責に帰すべき理由に

よると否を問わず、遅滞なく市にその状況を報告すること。 

 

１４．業務実施状況の調査 

（１）市は、必要があると認めるときは、指定管理者による業務実施状況を確認することを目的とし

て、指定管理者の管理する施設の事務所等に、随時に立ち入り、実施状況の調査をおこない、

または指定管理者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

（２）指定管理者は、前項の業務実施状況の調査を拒み、妨げ、または報告若しくは資料の提出を怠

ってはならない。 

 

１５．財産の管理 

（１）指定管理者は、事業に係る財産を善良な管理者の注意を持って管理し、事業の運営に使用する

こと。 

（２）指定管理者は、事業に係る財産を事業運営の目的以外に使用してはならない。ただし、市の承

認を受けたときは、この限りでない。 

（３）指定管理者は、天災その他の事故により直売所に係る財産を滅失し、または毀損したときは、

速やかにその状況を茂原市に報告すること。 

 

１６．原状回復義務 

指定管理者は、協定期間が満了したとき、または地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により 

指定を取り消されたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復すること。ただし、市長の承認

を得たときは、この限りでない。 

 

１７．業務の委託等 

指定管理者は、施設の管理に係る業務を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。

ただし、部分的な業務の委託であって、市が承認したものについては、専門の業務等に委託できる

ものとする 

 

１８．指定管理業務の引継ぎ 

指定管理者は、協定期間が満了したとき、または地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により 

指定を取り消されたときは、直売所の運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者等に

対して業務の引継ぎを実施しなければならない。 
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１９．その他の条件 

（１）指定管理者は、管理業務を開始する日までに、市との打ち合わせを終わらせること。 

（２）指定管理者は、管理運営の遂行にあたり、関係団体との連携・協力に努めること。 

（３）市が直売所を、災害の発生その他特別の事情がある場合に優先的に使用する場合は、指定管理

者はこれに協力すること。 

 

２０．その他 

  この仕様書に定めない事項については、市と協議を行うものとする。 


